
埼玉県高等学校体育連盟大会運営負担金徴収要領 

 

１ 大会運営負担金の徴収について 

（１）大会運営負担金（以下、「負担金」という。）を徴収する。 

（２）負担金徴収大会は、全日制大会では学校総合体育大会と新人大会の２大会とし、

定時制通信制大会では定時制通信制総合体育大会と県民総合スポーツ大会定時制通

信制大会の部の２大会とする。 

（３）負担金額については、個人競技、団体競技に分けて金額を設定する。 

団体競技とは、集団ボールゲーム競技と駅伝を指し、個人競技はその他の競技を

指す。（別紙：｢埼玉県高体連大会運営負担金額一覧｣参照） 

（４）大会に参加する各学校運動部は、大会参加申込時に負担金を各専門部が定める事

務方式に従って納入する。 

定通部においては、大会参加申込時及び大会当日に負担金を各専門委員会が定め

る事務方式に従って納入する。 

なお、負担金納入書（様式１）は負担金の納入と併せて提出する。 

（５）原則として、負担金納入後の返金はしない。 

（６）各学校運動部への領収書は各専門部（定通部は各専門委員会）で準備し、発行す

る。 

（７）各専門部は、大会ごとに負担金を取りまとめ、集計表（様式２）を作成し、負担

金納入書とともに県高体連事務局へ納入する。 

定通部においては、各専門委員会が大会ごとに負担金の徴収及び集計表（様式

２）の作成を行い、負担金納入書とともに定通部事務局へ納入する。定通部事務局

は、負担金を取りまとめ、定通部負担金集計表（様式３）を作成し、負担金納入書

及び集計表とともに県高体連事務局へ納入する。 

（８）県高体連事務局へ納入された負担金は、学校総合体育大会、新人大会、定時制通

信制総合体育大会及び県民総合スポーツ大会定時制通信制の部の大会全体に係る大

会開催費として充当する。 

（９）地区大会が実施される競技においては、地区大会で徴収し、県大会においては徴

収しない。 

※但し、県大会からの出場選手・チームは、専門部の定める事務方式に従って徴

収する。 

 

令和８年２月１０日 理事会承認 

 

＜参考＞ １ 平成２０年度より大会運営負担金徴収開始 

２ 令和 ８年度より大会運営負担金額改定



（別紙） 

埼玉県高体連大会運営負担金額一覧 

 

Ⅰ 全日制大会２大会（学校総合体育大会、新人大会） 

１ 団体競技（９競技） 

１チームあたり、大会参加申込書に記載された選手人数に対し、１人１，０００円 

(1)駅伝    男子：最大１０，０００円、女子：最大 ８，０００円 

(2)バスケットボール 最大２５，０００円 

(3)サッカー     最大３０，０００円 

(4)ラグビー     最大３０，０００円 

(5)水球       最大１５，０００円 

(6)バレーボール   最大１８，０００円 

(7)ソフトボール   最大３０，０００円 

(8)ハンドボール   人数×１，０００円 

(9)ホッケー     最大１８，０００円 

 

２ 個人競技 

大会参加申込書に記載された選手人数に対し、１人１，０００円 

ただし、複数種目(例：シングルス、ダブルス、団体戦等）に出場（エントリー）

しても重複徴収しない。 

(1)陸上競技（トラック＆フィールド） (2)ソフトテニス 

(3)卓球 (4)ローイング (5)柔道 (6)剣道 

(7)体操（体操競技・新体操） (8)水泳（競泳・飛込） 

(9)相撲 (10)バドミントン (11)自転車 (12)弓道 

(13)テニス (14)登山 (15)スケート (16)レスリング 

(17)ボクシング (18)スキー (19)フェンシング 

(20)ウエイトリフティング (21)馬術 (22)空手道 (23)アーチェリー 

(24)カヌー (25)なぎなた (26)少林寺拳法 (27)ダンス 

(28)ライフル射撃 

 

Ⅱ 定時制・通信制大会（定通総合体育大会、県民総合スポーツ大会定通の部） 

１ 団体競技（４競技） 

１チームあたり、大会参加申込書に記載された選手人数に対し、１人２００円 

(1)軟式野球     人数 ×２００円 

(2)バレーボール   最大２，８００円 

(3)サッカー     最大５，２００円 

(4)バスケットボール 最大３，０００円 

 

２ 個人競技 

大会参加申込書に記載された選手人数に対し、１人２００円 

ただし、複数種目(例：シングルス、ダブルス、団体戦等）に出場（エントリー）

しても重複徴収しない。 

(1)陸上競技 (2)ソフトテニス・テニス (3)卓球 (4)柔道 (5)剣道 

(6)バドミントン (7)水泳 



２ 徴収事務の流れ 

（１）全日制大会 

各専門部から大会参加校へ 

大会運営負担金の徴収について、顧問会議開催文書等で連絡 

↓ 

学校総合体育大会・新人大会に参加する運動部 

①大会参加申込 

・大会参加申込書 

・大会運営負担金納入書（様式１） 

※各専門部で定めた方法 

↓ ↑ ②領収書の発行 

＜各専門部＞ 
各学校の運動部から大会運営負担金をとりまとめる 

地区大会実施競技は各地区専門部でとりまとめる 

③各専門部集計表（様式２）を添えて 

高体連事務局へ納入 

振込（指定口座）又は持参 

↓ ↑ 
④領収書の発行 

※専門部から依頼があった場合に発行 

県高体連事務局 

 

（２）定時制通信制大会 

定通部各専門委員会から大会参加校へ 

大会運営負担金の徴収について、顧問会議開催文書等で連絡 

↓ 

定通総合体育大会及び県民総スポ大会定通の部に参加する運動部 

①大会参加申込 

・大会参加申込書 

・大会運営負担金納入書（様式１） 

※定通部各専門委員会で定めた方法 

↓ ↑ ②領収書の発行 

＜定通部各専門委員会＞ 
各学校の運動部から大会運営負担金を徴収し、負担金納入校集計表を作成する 

③負担金納入校集計表（様式２）を 

添えて大会運営負担金を納入する。 
↓ ↑ ④受領書の発行（※１） 

＜定通部事務局＞ 
各専門委員会から、大会運営負担金と負担金納入校集計表をとりまとめ、 

定通部負担金集計表（様式３）を作成する 

⑤定通部全競技に係る大会運営負担金

を、各委員会からの負担金納入校 

集計表及び定通部負担金集計表を 

添えて納入する。 

↓ ↑ ⑥領収書の発行（※２） 

県高体連事務局 

（※１）（※２）は特に必要がない場合は省略することもある 


